湯谷荘食堂運営事業者募集要項

鳥取市湯谷荘（以下「本施設」という。）では、現在営業している飲食事業者の廃業に伴い、本施設内の食堂・厨房スペースを使用して飲食店営業を行う事業者を、下記のとおり募集します。

１．募集目的
本施設の利用促進及び来館者サービスの向上を図り、もって鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例に規定する施設の設置目的に資することを目的として、食堂・厨房スペースの利用者を公募により選定するものです。

２．施設概要
施設名：鳥取市湯谷荘
所在地：鳥取市河原町湯谷２４９
使用場所：食堂35㎡・厨房スペース52.3㎡（位置・範囲は別図のとおり）
指定管理者：日本海テレビジョン放送株式会社（指定期間：令和１２年３月３１日まで）

３．営業形態
選定された事業者（以下「利用者」という。）は、独立した事業者として、自らの責任及び費用負担において飲食店営業を行うものとします。利用者は、鳥取市及び指定管理者の指揮命令を受けず、両者との間に雇用関係・委託関係は生じません。
飲食店営業許可（食品衛生法第55条）は、利用者が鳥取市保健所から取得するものとします。食品衛生責任者（食品衛生法施行規則第66条の2）を配置するものとします。

４．使用条件
利用者は、次の各条件を遵守するものとします。
(1) 行政上の許可手続
地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、鳥取市長に対して「行政財産使用許可申請書」を提出し、使用許可を得ること。使用許可期間は1年間とし、市・指定管理者・利用者の三者が合意した場合に限り更新できるものとします。
(2) 指定管理者との覚書
指定管理者と「湯谷荘食堂及び厨房使用に関する覚書」を締結し、使用許可条件の細目を遵守すること。覚書は、上記(1)の使用許可に付帯する条件を定めるものと位置づけます。
(3) 保険加入
生産物賠償責任保険（PL保険）及び施設賠償責任保険に加入し、加入を証する書面の写しを提出すること。
(4) 法令遵守
食品衛生法、食品表示法、消防法、廃棄物処理法、労働関係法令、その他関係法令並びに鳥取市条例及び規則を遵守すること。HACCPの考え方を取入れた衛生管理を実施すること。
(5) 賠償責任
営業に関連して第三者又は施設に損害を与えた場合、利用者がその一切の責任を負い、鳥取市及び指定管理者は責任を負わないものとします。

５．営業提案事項
応募にあたっては、次の事項を提案書に記載してください。
①提供メニューの内容、品目数及び価格（季節メニュー含む）
②営業日及び営業時間
③必要とする厨房機器・設備（持込予定機器を含む）
④営業体制（人員配置、調理担当者の資格、繁忙期対応等）
⑤来館者サービスへの貢献策（提案者独自の取組）

６．試食審査
選定にあたり、試食会を実施します。
内容：実際に提供予定のメニューを、５名分提供してください。
費用：試食に係る食材費・調理費等は提案者の負担とします。
場所：湯谷荘食堂
時期：令和８年７月（具体的日程は応募者に別途通知します）

７．来館者サービスに関する要件
サウナ利用者に対し、水及び氷を無料で提供すること。提供方法・設置場所等の詳細は、指定管理者と協議するものとします。

８．使用料・費用負担
・使用料：鳥取市行政財産使用料条例に基づき算定。許可時に確定、営業日数により決定します。（1日あたり約600円）
・水道代・電気代：指定管理者が施設全体として負担。利用者は実費相当額として、指定管理者へ月額3,300円（税込）を負担金として支払う。
・ガス代：利用者がガス事業者と直接契約し、全額負担
・廃棄物処理費・清掃費：利用者負担
・通信費・消耗品費・その他営業に必要な費用：利用者負担

９．応募資格
次の各号のすべてを満たす者とします。
1 食品衛生法第55条に基づく飲食店営業許可を取得できる者、食品衛生責任者を配置できる者
2 継続的に営業が可能と認められる者
3 衛生管理を適切に実施できる者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等でなく、暴力団等と関係を有しない者

１０．提出書類
①　応募申込書
2 反社会的勢力のでないことの誓約書
3 食品衛生責任者資格証の写し

１１．募集・選定スケジュール
募集開始：令和８年６月10日
募集締切：令和８年6月30日
試食審査：令和８年7月初旬
選定結果通知：令和８年７月中旬
行政財産使用許可申請・覚書締結：選定結果通知以降
営業開始：各種手続き完了次第

１２．選定方法
指定管理者が選定します。以下の項目を評価します。
① メニュー内容の魅力・適合性
② 価格設定の妥当性
③ 湯谷荘利用者及びサウナ利用者との親和性
④ 営業日・運営体制
4  厨房設備の適合性・実現可能性

１３．注意事項
・必要に応じて、応募者に対するヒアリングを行う場合があります。
・選定後、正当な理由なく行政財産使用許可申請又は覚書締結に至らない場合は、選定を取り消すことがあります。
・本募集に係る一切の費用（試食費用、書類作成費用、交通費等）は、応募者の負担とします。
・本募集要項に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、市・指定管理者・利用者の協議のうえ決定するものとします。

１４．問い合わせ・提出先
　鳥取市湯谷荘　指定管理者　日本海テレビジョン放送株式会社　成長改革本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：白木（しろき）　Tel ：0857-27-2115
